
瀬戸市危険物規制規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２２年３月３１日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市規則第２０号 

瀬戸市危険物規制規則の一部を改正する規則 

瀬戸市危険物規制規則（平成１９年瀬戸市規則第２４号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（事故等の通報場所） （事故等の通報場所） 

第１２条 ＜省略＞ 第１２条 ＜省略＞ 

（危険物流出等の事故の原因調査）  

第１２条の２ 市長は、危険物が流出し、又は流

出するおそれがあって火災が発生するおそれの

あった事故が発生した場合は、法第１６条の３

の２第１項の規定による当該事故の原因の調査

をするものとする。 

 

２ 市長は、法第１６条の３の２第２項の規定に

より資料の提出を命じるときは、資料提出命令

書を関係者（同項に規定する所有者、管理者又

は占有者をいう。第５項において同じ。）に交

付するものとする。この場合において、市長

は、当該資料の所有権を放棄するか否かを記載

した第１８条に規定する資料提出書に当該資料

を添付して提出させるものとする。 

 

３ 市長は、前項の規定により資料の提出があっ

た場合において、提出者が当該資料の所有権を

放棄するときは、提出資料受領書を提出者に交

付するものとする。 

 



４ 市長は、第２項の規定により資料の提出があ

った場合において、提出者が当該資料の所有権

を放棄しないときは、提出資料保管書を提出者

に交付するものとする。この場合において、市

長は、当該資料の保管の必要がなくなったとき

は、提出者に当該資料を返還し、返還資料受領

書を徴しなければならない。 

 

５ 市長は、法第１６条の３の２第２項の規定に

より報告を求めるときは、報告徴収書を関係者

に交付するものとする。 

 

（消防庁長官への調査依頼）  

第１２条の３ 市長は、前条第１項に規定する調

査をする場合において、当該事故が社会的な影

響が大きいものと認めるとき又は当該調査を十

分に行うことができないと認めるときは、消防

庁長官に対し、同項に規定する調査を求めるも

のとする。 

 

（事故発生の届出） （事故発生の届出） 

第１３条 関係者は、製造所等において、第１２

条の２第１項に規定する事故が発生した場合

は、危険物製造所等事故発生届出書により速や

かに市長に届け出なければならない。 

第１３条 関係者は、製造所等において、火災、

爆発その他の災害又は危険物の漏えい、飛散若

しくは流出の事故が発生した場合は、危険物事

故発生届出書により速やかに市長に届け出なけ

ればならない。 

（資料の提出） （資料の提出） 

第１８条 関係者は、次の各号に掲げる場合に

は、資料提出書に資料を添付して速やかに市長

に提出しなければならない。 

第１８条 関係者は、次の各号に掲げる場合に

は、資料提出書に資料を添付して速やかに市長

に提出しなければならない。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 賃貸借、運営委託等により、管理者又は占

有者の地位を継承した場合又は継承した者の

氏名若しくは住所（法人にあっては、その名

称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在

地）に変更があった場合（製造所等の位置、

構造又は設備を変更する権限の移動がない場

⑵ 設置者が製造所等の運営管理を他の者に委

託した場合又は運営管理を委任された者の氏

名若しくは住所（法人にあっては、その名

称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在

地）に変更があった場合 



合に限る。） 

⑶ ＜省略＞ ⑶ ＜省略＞ 

  
附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


